
部活動に係る活動方針 

愛媛県立北条高等学校 

平成30年6月に愛媛県及び愛媛県教育委員会が策定した「愛媛県の運動部活動の在り方に関する方針」に則り、

本校における部活動に係る活動方針を次のとおり定める。 

１ 基本方針 

(１) 部活動は学校教育の一環として実施する教育活動であり、本校の教育目標に従い計画的に実施する。 

(２) 全教職員の共通理解の下、生徒のバランスのとれた生活と成長に配慮するとともに、部活動顧問の指導

に係る業務の適正化が図られるよう、適切な部活動の運営を行う。 

２ 適切な運営のための体制整備 

(１) 部活動顧問は、年間の活動計画(活動日、休養日及び参加予定大会日程等)及び活動実績(活動日時・場所、

休養日及び参加大会日等)を作成し、校長に提出する。 

(２) 校長は活動計画及び活動実績の確認等により、各部活動の活動内容を把握し、生徒が安全に活動を行い、

部活動顧問の負担が過度とならないよう、適宜、指導・是正を行う。 

(３) 本活動方針と年間の活動計画はホームページに掲載し公表する。 

３ 適切な休養日等の設定 

部活動における休養日及び活動時間については、本校の生徒や地域スポーツの実態及び各部活動の特性や活動

環境、学校運営の実情等を考慮し、本方針の趣旨に反しない範囲で弾力的に取り扱うものとする。 

(１) 学期中は、年間平均で週当たり2日程度(平日に1日、土曜日及び日曜日は1日)の休養日を設ける。週

末に大会・練習試合等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。長期休業中においても、学期中

に準じた扱いを行う。 

(２) 1日の活動時間は、原則として平日は 2時間程度とする。学校の休業日は 3時間程度とする。練習試合

や大会等を控えている場合は、部活動顧問が適切に判断して活動する。 

４ 適切な指導の実施 

(１) 校長及び部活動顧問は、生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。 

(２) 熱中症事故防止の観点から、気象庁の高温注意情報や環境省の暑さ指数等の情報に十分留意し、気温・

湿度などの環境条件に配慮する。その際、活動時間の変更や活動中止等も視野に入れて柔軟に対応する。 

(３) 休日または長期休業中の台風等の非常災害時における生徒の参加については本校が定める規定を遵守す

る。 

５ その他 

(１) 多様な生徒のニーズに応えるため、社会体育で継続的に活動している生徒が各種大会等への参加を希望

する場合、その活動状況を考慮し、参加ができるよう顧問を配置し、本校にある部活動と同様の取り扱い

(登録・参加申込・引率等)を行う。 

(２) 校長は、学校の部活動が参加する大会・試合の全体像を把握し、生徒の教育上の意義を考慮して、生徒

や部活動顧問にとって過度な負担とならないよう、参加する大会数等の上限の目安を定めるなど、参加す

る大会を精査する。 

 

 


